
 第５１号議案 

 

 

亀岡市南つつじケ丘コミュニティ

センター条例の制定について 

 

 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例を次のように制定

するものとする。 

 

   平成２６年２月２４日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例 

 

 （設置） 

第１条 地域住民の生涯学習活動の積極的な推進とコミュニティ活

動の円滑な推進を図り、魅力と活力ある地域社会の形成のため、

亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター（以下「センター」と

いう。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名 称  亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター 

  位 置  亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目４３番１号 

 （開館時間及び休館日） 

第３条 センターの開館時間は、午前９時から午後１０時までとす

る。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することが

できる。 

２ センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市

長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。 

⑴ 日曜日 
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⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日 

⑶ １月１日から同月４日まで及び１２月２９日から同月３１日

まで（前号に掲げる日を除く。） 

 （使用許可） 

第４条 センター及びその附帯設備を使用しようとする者は、あら

かじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又

は内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 市長は、前項の使用許可をする場合において、センターの管理

上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができ

る。 

 （使用許可の制限） 

第５条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない

ことができる。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる

とき。 

⑵ 施設又は附帯設備その他の器具備品等を毀損し、又は滅失す

るおそれがあると認められるとき。 

⑶ 管理上支障があると認められるとき。 

⑷ その他市長が使用を不適当と認めるとき。 

 （使用許可の取消し等） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき、使用許可を

取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することがで

きる。 

⑴ 使用の目的を変更したとき。 

⑵ この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しく

は違反するおそれがあると認められるとき。 

⑶ 災害その他不可抗力の事由によってセンターの使用ができな

くなったとき。 

⑷ その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認め

るとき。 

 （入館の拒否等） 
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第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を

拒否し、又は退館を命ずることができる。 

⑴ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動

物の類を携行する者 

⑵ 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる

者 

⑶ その他センターの管理上必要があると認められる者 

 （使用者の管理義務） 

第８条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用

期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意

をもって管理しなければならない。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第９条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又

は特に許可を受けた場合のほか目的外に使用してはならない。 

 （使用料） 

第１０条 センターの使用料は、別表第１に掲げる額とする。 

 （使用料の減免） 

第１１条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額

し、又は免除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第１２条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要

があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができ

る。 

 （目的外使用） 

第１３条 センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、こ

れを目的外に使用することができない。ただし、使用がセンター

の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場

合は、この限りでない。 

 （特別の設備の制限） 

第１４条 センターを使用するために特別の設備をしようとすると

きは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者の負担とする。 
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 （原状回復義務） 

第１５条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の

許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直

ちに原状に回復して返還しなければならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを

代行し、その費用を使用者から徴収する。 

 （損害賠償の義務） 

第１６条 使用者は、センターの施設又は附帯設備等を損傷し、又

は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければ

ならない。 

 （立入検査） 

第１７条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、

使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。 

 （市の免責） 

第１８条 使用者においてセンターの施設若しくは附帯設備の使用

又はこの条例に基づく処分により損害を生じた場合、市は、一切

その責めに任じないものとする。 

 （指定管理者による管理） 

第１９条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するために

必要があると認めるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により、センターの管理を指定

管理者に行わせることができる。 

２ センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、

亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１７年亀岡市条例第４号）の定めるところによる。 

３ センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲

は、別表第２に定めるとおりとする。 

４ 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第３条から第７条

までに定めるところによる。この場合において、これらの適用に

ついては、第３条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管

理者が市長の承認を得た」と、第４条から第７条までの規定、第

１２条、第１４条、第１５条及び第１７条中「市長」とあるのは 
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「指定管理者」とする。 

 （利用料金） 

第２０条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第１０

条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金

（以下「利用料金」という。）を前納しなければならない。この

場合において、第１０条から第１２条の規定及び別表第２中「使

用料」とあるのは「利用料金」とする。 

２ 前項の利用料金の額は、別表第１に定める金額を超えない範囲

において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減

額し、又は免除することができる。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 （委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１０条関係） 

使用時間 

区分 

室名 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

午前９時～ 
正午 

午後１時～ 
午後５時 

午後６時～ 
午後１０時 

午前９時～
午後５時 

午後１時～
午後１０時 

午前９時～
午後１０時 

大会議室 
円 

5,070 
円 

6,770 
円 

8,120 
円 

10,150 
円 

12,180 
円 

17,600 

小会議室 1,680 2,250 2,700 3,370 4,050 5,850 

調 理 室 2,460 3,280 3,940 4,930 5,910 8,540 

備考 

１ 使用者が入場料の徴収をする場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用

する場合は、使用料に２を乗じて得た額とする。 

２ 大会議室を区分して使用する場合、１区分当たりの使用料は、小会議室の使用料と同額

とする。 

 

 

別表第２（第１９条関係） 

指定管理者に行わせる業務の範囲 

１ 地域住民の生涯学習活動の積極的な推進とコミュニティ活動の円滑な推進に関する業務 

２ センターの使用に関する付随業務（使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可

の取消し等） 

３ センターの施設及び設備の維持管理（軽微なものに限る。）に関する業務 

４ その他センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務 
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亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例案要綱 

 

 

１ 地域住民の生涯学習活動の積極的な推進とコミュニティ活動の

円滑な推進を図り、魅力と活力ある地域社会の形成のため、新た

に亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンターを設置し、使用及び

管理等について定めること。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行すること。 
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